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物価高騰、深刻な人手不足など企業を取り巻く環境は依
然として厳しい状況にあります。
このような状況を打破し、目の前にある課題を解決して
いくためには、『男女共同参画を柱とした経営戦略』が
鍵になります。

様々な経営課題を
解決する鍵

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進

する条例」の第６条（事業者の責務）では、事業活動及び事業所運

営において、男女共同参画及び多文化共生社会の形成に向けた

必要な措置を講じるよう努めることが規定されています。

世田谷区では、区や区民だけでなく、事業者も一体となり、男女

共同参画や多文化共生を推進していくことを目指しています。

■ 事業者が取組むこと

世田谷区が実施した調査では、多くの事業者が今後の課題として

１番に「人手不足」を挙げています。従業員の定着や優秀な人材の

確保等のためには、男女共同参画の視点が重要になっています。

■ 男女共同参画の視点が重要
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ワーク・ライフ・バランスの推進
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは、
・やりがいや充実感を感じながら働き
・健康で豊かな生活のための時間が確保でき
・家庭や地域社会などにおいても人生の段階に応じて
 多様な生き方が選択実現できること
を指します。事業所では、従業員の心身の健康を維持す
る労働環境を作ることとして、例えば働
きながら子育てができる環境づくりや、
介護などライフステージに応じた働き
方や価値観への対応が求められます。

具体的な取組みとしては、
・業務の見直しによる業務効率化や長時間労働の削減
・計画的な年休取得の促進
・新たな休暇制度の創設（アニバーサリー休暇制度、
  配偶者出産休暇、年次有給休暇の積立制度等）
・男性の育児参加の促進
などが挙げられます。

持続可能な
経営戦略としての
令和モデル
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令和5年度「世田谷区産業基礎調査」※上位５項目のみ掲載

従業員の
定着

従業員の
意欲向上

企業イメージの向上

仕事と家庭の両立支援
従業員が育児や介護などのライフイベントに際して、仕
事を辞めたり、キャリアを中断することなく長く働き続
けるためには、事業所内でのサポートが不可欠です。
近年では、経営や人事の方針として位置付けたり、相談
窓口を設置する事業所も増えてきています。

具体的な取組みとしては、
・育児・介護休業、休暇制度（子の看護休暇、
  介護休暇等）の利用促進や充実
・育児短時間制度の導入
・育児復帰支援プランの策定
・フレックスタイム制、時差出勤、在宅勤務
  など柔軟な働き方の充実
・情報提供や学習支援などの復職支援の充実
などが挙げられます。

女性活躍推進
女性の活躍を推進し、女性が働きやすい環境を整えた
り、女性管理職を増やすことで、会社の成長やイメージ
アップが期待できます。
そのためには、男女の採用・昇進が公平に行われるこ
と、賃金格差をなくしていくことが重要です。

具体的な取組みとしては、
・積極的な女性の採用、管理職等への登用
・キャリアアップのための研修実施
・個別キャリアプランニングの実施
・保育サービス補助
などが挙げられます。

多様性の尊重
多様性とは、さまざまな社会、異なる性   別、性自認や性
的指向など、それぞれの人々が持つ多   種多様なバック
グラウンドのことを指します。個性や価   値観を互いに
認め合ったうえで、それぞれが活躍でき   る職場環境へ
の取組みが求められています。
事業者が積極的に取り組むことによ
り、多数派の意見に多様な視点を加
え、新しいアイデアを生み出す効果
が生まれています。

具体的な取組みとしては、
・LGBTQへの理解を深める研修の実   施
・就業規則等に同性パートナーの処遇　平等や
  SOGIハラスメント禁止等を明記
・LGBTQを含むジェンダー平等に向　けた人事、給与、
  福利厚生制度の構築
・性別に応じた制服や服装規定などの　撤廃
などが挙げられます。

ハラスメントの防止
職場において、パワー・セクシャル・マタニティー・
SOGIハラスメントのほか、近年ではカスタマーハラス
メントも増えており、従業員への悪影響、会社への不利
益影響が発生しています。
ハラスメント防止は事業者の義務
であり、防止対策を取ることは、従
業員が安心・安全に働ける職場づく
りにつながり、従業員の定着や事業
所のイメージの向上が図られます。

具体的な取組みとしては、
・就業規則等に各種ハラスメント禁止を明記
・ハラスメントに関する研修、講習等の実施
・ポスター、リーフレット、手引き等の啓発資料の配布、掲示
・事業所内外に相談窓口、苦情処理機関等の設置
・実態把握のためのアンケート調査
などが挙げられます。 優秀な

人材の確保
労働生産性の
向上
・

コスト削減



皆さまの1歩をサポートします ※文字の色を世田谷区（ブルー）、東京都（オレンジ）、国（グリーン）で示しています。　※本紙掲載の情報は３月時点の情報のため、変更となる場合があります。
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世田谷区及び（公財）世田谷区産業振興公社の取組み

らぷらすの講座情報や区の取組みを掲載しています。
事業者向け情報掲載ページ

ライフ・ワーク・バランス等に関する情報を掲載。
東京都生活文化スポーツ局ホームページ

女性活躍推進の取組みに関する情報を掲載。
東京都女性活躍推進ポータルサイト

事業者及び従業員向けに就労・雇用等に関する情報
を掲載。

TOKYOはたらくネット

事業者及び従業員向けにハラスメント防止の支援情報
を掲載。

TOKYOノーハラ企業支援ナビ

東京都が実施する制度や企業向けの情報を掲載。
性的マイノリティに関する企業向けポータルサイト

仕事と生活の調和の推進に向けた取組事例、イベント等
の情報を掲載。

「仕事と生活の調和」推進サイト（内閣府）

仕事と家庭の両立の取組みを支援する情報を掲載。
両立支援のひろば（厚生労働省）

多様な働き方を実現するための情報を掲載。
多様な働き方の実現応援サイト（厚生労働省）

従業員の働き方・休み方の見直し・改善のための情報を
掲載。

働き方・休み方改善ポータルサイト（厚生労働省）

職場内におけるハラスメント等の予防・解決に向けた情
報を掲載。

あかるい職場応援団（厚生労働省）

女性のライフステージに応じた施策に関する情報を掲載。
女性応援ポータルサイト（内閣府）

東京都や国の取組み 情報掲載サイトのご紹介

世田谷区では、「男女共同参画先進事業者表彰」、東京都では、「東京ライフ・
ワーク・バランス認定企業制度」、国では「優良企業認定（えるぼし認定・プラ
チナえるぼし認定）」を実施しています。こうした表彰・認定制度を活用する
ことで、会社のイメージUPや優秀な人材の確保につながるとともに、表彰
や認定への申込を通じて、事業所内の環境整備にもつながっていきます。

表彰・認定制度を活用してPRしましょう！

経営者、人事・採用担当者向けに、採用の秘訣や、知っておくべき改正労働法について等をお伝えするセミナーを開催しています。
経験豊富な講師が、多種多彩なテーマで、皆様の悩みや疑問にお応えします。

経営者及び人事・採用担当者向けセミナー

【問い合せ先】
三茶おしごとカフェ 03-3411-6604

男女共同参画の基礎的な知識や男女共同参画を踏まえた経営戦略、活用できる制度について、講座を実施しています。
講座の情報は世田谷区立男女共同参画センターらぷらすのHPに掲載します。

男女共同参画・制度活用講座

【問い合せ先】
世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 03-6450-8510

社会保険労務士が、労務等についてのご相談を行っています。
月～土曜（祝・休日・年末年始を除く） 午前9時～午後8時　1回あたり1時間程度、年度内に3回までご相談いただけます。
担当する相談員を調整させていただくため、10日前までにお申し込みください。
※火曜、金曜（三茶おしごとカフェ）、第1日曜日（烏山区民センター）は午後1時～5時まで予約不要で相談いただけます。

社会保険・労働相談

【問い合せ先】
三茶おしごとカフェ 03-3411-6604

社内にハラスメント相談窓口を設置することが難しい世田谷区内の中小事業者を支援するため、外部窓口を有料で提供するサービスです。
中小企業法人または個人事業主が申し込み契約（有料）していただきます。

中小事業所向けハラスメント相談窓口外部委託サービス（有料）

【申し込み先】
公益財団法人 世田谷区産業振興公社 経営支援・雇用係 03-3411-6613

販路開拓、業態転換、経営改善、広報、マーケティング、各種補助金などの情報収集など、経営に関する様々な相談を公社相談ブースにて、
1時間無料で中小企業診断士に相談いただけます。
月～金曜（祝・休日・年末年始を除く） 午後1時～午後4時（事前予約制）

総合経営相談・経営支援コーディネーター伴走支援初回相談

【申し込み先】
公益財団法人 世田谷区産業振興公社 経営支援・雇用係 03-3411-6608

セクシュアル・マイノリティについての電話相談です。職場での困りごと等の相談に応じます。
毎月 第1・3金曜日 午後2時～5時
　　 第2・4金曜日 午後6時～9時（12月28日～1月4日を除く）

セクシュアル・マイノリティのための世田谷にじいろひろば電話相談

【相談先】
世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 03-6805-5875

区内企業様向けに、求人票の公開、採用イベントを開催することが可能です。
また、三茶おしごとカフェに利用登録された求職者の方から、採用条件にマッチした方をご紹介いたします。

人材採用のサポート

【問い合せ先】
三茶おしごとカフェ 03-3411-6604

その他の事業

『一般事業主行動計画』とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と
課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。
令和４年４月１日からは、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社
の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が
３０１人以上の事業主だけでなく、１０１人以上３００人以下の事業主に拡大
されました。行動計画の策定を通じ、職場環境が改善されることにより、
従業員の意欲向上や人材の定着を高めるなど、メリットがあります。東京
都や国の制度を活用しながら、策定してみませんか？

女性活躍推進法に基づく『一般事業主行動計画』とは？

社会保険労務士などの相談員による相談、講座、専門家
の派遣等を行います。

TOKYO「働き方改革、ワーク・ライフ・バランス」
相談窓口等（東京都働き方改革促進事業）

【問い合せ先】 0120-３８８-038

性的マイノリティの方々が働きやすい環境づくり等の取
組みを支援するため、電話相談を行っています。

Tokyo LGBT相談 専門電話相談
（事業者の方向け）

【問い合せ先】 050-3138-401１

労務管理・企業経営等の専門家による電話相談や企業
訪問相談、出張相談会やセミナー等を実施しています。

東京働き方改革推進支援センター

【問い合せ先】 東京働き方改革推進支援センター：0120-232-865

労働条件、採用・募集等を含めた労働問題に関する相談
を行っています。

総合労働相談コーナー（厚生労働省）

【問い合せ先】 厚生労働省 東京労働局 総合労働相談コーナー

仕事と家庭の両立に関する助成金等、各種助成金につ
いて情報を掲載しています。

両立支援等助成金、業務改善助成金等、
各種助成金（厚生労働省）

【問い合せ先】 厚生労働省 東京労働局

両立支援の専門家が育休復帰支援プランや介護支援プ
ランの導入についての無料サポートやセミナーを開催し
ています。

中小企業育児・介護休業等推進支援事業（厚生労働省）

【問い合せ先】 育児・介護支援事務局：03-5542-1740

年金、健康保険、育児、介護、雇用保険、助成金、労災保
険、安全衛生、労働関係等のお悩みについて、社会保険
労務士が相談に応じます。

社労士１１０番・無料電話相談（東京都社会保険労務士会）

【問い合せ先】 ０３-5289-8844

賃金、労働時間、労働条件、退職勧奨、解雇、求職・復職、
ハラスメント、労災、雇用保険、社会保険等のお悩みにつ
いて、社会保険労務士が相談に応じます。

総合労働相談所（東京都社会保険労務士会）

【問い合せ先】 03-5289-8833
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未来が  変わる
誰もがい  きいきと
働ける職場  を目指して
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令和5年度
世田谷区

男女共同参画の  視点を取り入れた
取組みを行っている  事業者を紹介します。
身近なところから取  組んでみませんか？


